
厚生労働大臣指定講座
教育訓練給付金対象者

●雇用保険の被保険者期間が３年以上（※1）ある方
●雇用保険の被保険者期間が３年以上（※1）あった方が資格喪失（離職）
してから１年以内の方

（※1）初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は、被保険者（支給要件）期間が１年以上あれば可です。
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●お客様のご都合で、作業免許を取得されなくなった場合の返金はございません。
●札幌クレーン特殊学校へのご入校日は、月曜日のみで、２日間で取得可能。
●札幌クレーン特殊学校の混雑状況により、作業免許教習開始をお待ちいただく

場合もございますのでご了承ください。
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